
利用関係と特許性<まとめ>

製品Ｐが特許化されると、製品Ｑが特許化
できても、2件の特許の実施許諾等がないと
製品化できない。

特許発明
製品Ｐ

構成(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)

構成(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)

構成Ｄ、Ｅに新規性・進歩性あれば、
特許化可能性あり。⇒利用発明

製品Ｑ

構成＋(Ｅ)

構成(Ａ)
(Ｂ)

非侵害

または
(Ａ)
(C)
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